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令和６年１月静岡市教育委員会定例会次第 

 

１ 日時 

令和６年１月23日（火） 午後２時 

 

２ 場所 

静岡市役所 清水庁舎３階 第１会議室 

 

３ 日程 

（１）開会 

  

（２）会議録署名人の指定 

 

（３）教育長の報告 

 

（４）議案 

議案第２７号 令和５年度２月補正予算案について 

議案第２８号 静岡市教育職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

（５）閉会 
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令和６年１月教育委員会定例会会議録 

 

 

１ 日 時  令和６年１月 23日（火） 午後２時 開会 

 

２ 場 所  静岡市役所 清水庁舎３階 第１会議室 

 

 

３ 出席者  教育委員  教育長 赤堀 文宣  委 員 杉山 節雄 

             委 員 佐野 嘉則  委 員 松村 龍夫 

             委 員 永松 典子  委 員 井上 美千子 

 

       教育委員会事務局職員 

       教育局長      青嶋 浩義 

教育局次長     本野 雄一郎 

教育調整監     北川 和彦 

教育総務課長     渡邉 能人 

教職員課長     神谷 孝之 

教職員課 厚生・給与担当課長兼給与係長  寺田 政之 

教育施設課長     宇佐美 和彦 

学校給食課長     朝比奈 直樹 

教育センター所長     榎本 義男 

中央図書館長     勝見 幸弘 

       教育総務課調整係長    杉山 智康 

       教育総務課主査     益田 ちづる 
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４ 日 程 

 

（１）開会 

 

赤堀教育長   ただ今から、令和６年１月教育委員会定例会を開会します。 

 

（２）会議録署名人の指定 

 

赤堀教育長  本日の会議録署名人を佐野委員に指定 

 

（３）教育長の報告 

 

赤堀教育長  資料「１月定例会 教育長報告」により報告 

 

（４）議案 

 

赤堀教育長   それでは、議事に入ります。お手元の資料「会議の流れ」を御覧く

ださい。本日は、議案２件です。 

        なお、議案第２７号及び議案第２８号については、今後、市議会へ

の提案を予定している議案です。これらについては、「地方教育行政

の組織及び運営に関する法律」第14条第７項ただし書の規定により、

非公開の扱いとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

各 委 員   異議なし。 

 

赤堀教育長   それでは、本日の案件は非公開の扱いとさせていただきます。 

 

＜議案第２７号 令和５年度２月補正予算案について＞ 

（２月８日市議会へ上程済のため公開とする） 

 

教育局次長  議案説明 

 

赤堀教育長   ただいまの説明について御意見、御質問等ございましたらお願いい

たします。 

 

井上委員    校務支援システムとは、どのようなことを行うものですか。 

 

教育センター所長  校務支援システムは、学校の業務を司るもので、児童生徒の成績や

学籍などが入っており、その管理をしているものです。 

 

井上委員    ありがとうございます。 
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赤堀教育長   そのほかに御意見・御質問等ございましたらお願いいたします。 

 

各 委 員  質問・意見なし 

 

赤堀教育長   ただいまの件につきましては、「意見なし」としてよろしいでしょ

うか。 

 

各 委 員   異議なし。 

 

赤堀教育長   ありがとうございます。議案第２７号につきまして、教育委員会の

意見は「なし」とさせていただきます。 

 

＜議案第２８号 静岡市教育職員の給与に関する条例の一部改正について＞ 

（２月８日市議会へ上程済のため公開とする） 

 

教職員課厚生・  議案説明 

  給与担当課長  

 

赤堀教育長   ただいまの説明について御意見、御質問等ございましたらお願いい

たします。 

 

佐野委員    いざ、静岡市で災害が発生したとき、学校が避難場所になって、教

職員もフォローすると話を聞いたことがあります。 

今回の場合は、市外で働く際に、手当が出るということですが、市

内で災害が発生した時の対応はどのように行いますか。給与に関する

ことも含めて教えてください。 

 

教職員課厚生・  まず、大災害が起きて学校で被害が発生したときには、学校管理下 

給与担当課長  において、災害復旧をやっていかなければなりません。 

そこで、例えば、土日に復旧作業をしなければならないなどの事象

が生じた場合には、特殊勤務手当を支給できるように例規を整備して

おります。 

   

杉山委員    参考までに、今回の能登半島の災害については、どのくらいの方が

対象になりますか。 

 

教職員課厚生・  予定では、全庁で第１陣から第10陣まで組まれておりますが、教育 

給与担当課長  委員会事務局は６人が派遣対象となっております。 

そのうち、この条例の適用により手当を受ける予定者数は、第10陣

までで、１人か２人程度です。 
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第10陣以降も要請が来る可能性がありますので、各課で３人ずつ選

出をしておりますが、そのうち６人が教員籍の職員となっております。 

 

赤堀教育長   そのほかに御意見・御質問等ございましたらお願いいたします。 

 

各 委 員  質問・意見なし 

 

赤堀教育長   ただいまの件につきましては、「意見なし」としてよろしいでしょ

うか。 

 

各 委 員   異議なし。 

 

赤堀教育長   ありがとうございます。議案第２８号につきまして、教育委員会の

意見は「なし」とさせていただきます。 

 

（５）閉会 

 

赤堀教育長    以上で、令和６年１月教育委員会定例会を閉会します。 

 

 午後２時14分 


